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１ 環境技術実証モデル事業の実施体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

検討・

助言 

 
技 術 実 証 委 員 会           

氏    名 役   職   名   等 
今岡 務 広島工業大学教授（環境学部）【副委員長】 
岡田 光正 広島大学教授（工学部）   【委 員 長】 
徳森 浩 有限会社シェアードサービス常務取締役 
福垣内 有徳 広島県立食品工業技術センター所長 
渡部 英雄 広島県立東部工業技術センター所長 

計 ５ 名 ≪五十音順≫ 
 

《学識経験者・公的試験研究機関・民間機関》

・実証対象技術選定に係る助言 
・実証試験計画についての助言 

・実証試験結果報告書についての助言 

・その他（実証試験の過程で発生した問題に対し

ての助言等） 

 
環 境 技 術 開 発 者           

・広和エムテック株式会社 
・株式会社アクアメイク 

・実証機関への情報提供 
 実証試験実施場所 

 「運転・維持管理マニュアル」等 

・処理装置の設置・撤去 

・技術的補助 

 技術者の提供，運転・維持管理等 

・運転・維持管理費用負担 

 
・環境省への実証機関応募申請 

・環境省契約事務 

・技術実証委員会の設置・運営 

・事業の総合調整 

環境生活部環境局 

実 証 機 関           

 
・実証対象技術の公募・選定 

・技術実証委員会の運営 

・実証試験計画の策定 

・実証試験の実施 

・実証試験結果報告書の策定 

保健環境センター 

一部委託 

(財)広島県環境保健協会 

実証機関実施体制 
環境生活部環境局 
 環境創造総室環境対策室 
保健環境センター 

総 務 部 品質管理 
環境解析部 
環境化学部 データ検証・監査  

環境技術部 事業実施 
 

協力 
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２ 実証対象技術の募集・選定 
(1) 実証対象技術選定までのプロセス 
 
 
 

実 証 対 象 技 術 の 募 集             

募集期間 平成 15年 10月 8日(水)～10月 21日(火) 

対象技術 ・開発中の技術でなく，実用化され市販可能なもの 
 ・小型かつ低コストでメンテナンスが容易なもの 
 ・既設の事業場，処理施設への後付け可能なもの 等 

広報手段 ・環境省及び広島県のホームページへ掲載 
 ・環境省及び広島県で報道発表 

《申請・実施要領策定》募集に併せて公表 
趣旨：申請及び実施等に係る広島県の運用方法を規定 
内容：申請方法，選定方法，実証試験実施方法，報告書の公開等 

 ７件の技術の応募 

実 証 対 象 技 術 の 選 定             

技術実証委員会 対象技術の選定に係る検討 

実証対象技術の選定 技術実証委員会での検討結果を広島県の選定案とし，環

境省と協議の上決定 

《対象技術選定の観点》 
項目 内容 

形式的要件 対象分野への該当，実用化 
実証可能性 予算・実施体制，実証試験計画の策定可能性 
環境保全効果 原理の科学的根拠，環境保全効果，先進性 等 

 

 ２件の技術を選定 
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(2) 実証対象技術及び実証対象機器の特性 
 
 ア 活性汚泥併用接触ばっ気法 
 
【商品名】 AM-PT-25 

【開発者】 株式会社アクアメイク 

【内 容】 

処

理

方

法 

 浄化槽で一般的に用いられている接触ばっ気処理方式の装置で，厨房・食堂排水

を安定処理するため，次のとおり改良されている。 
・ 接触ばっ気槽に沈殿槽から余剰汚泥を返送し，槽内の生物量を維持する。 
・ 流量調整槽へ汚泥濃縮貯留槽から汚泥を返送し，槽内で生物脱臭を行う。 

特

徴 

① 負荷変動に強い。 
② 余剰汚泥の発生を低減でき，汚泥処分費が少なくてすむ。 
③ 流量調整槽での臭気の発生を抑制する。 
④ 処理性能（BOD，COD，SS，油分，T-N，T-P の除去効率）の高度安定維持
が可能。 
⑤ 通常の浄化槽と同様に維持管理できる。 

【装置概要図】 
 
 
 
                               余剰汚泥 
 
 
 
 
 
 
 
 
【装置の仕様】 
サイズ 6000×10000×3200mm 
重量 6000kg 
 
設計条件 

日平均汚水量 25ｍ３／日 
BOD 流入水 450mg／㍑ 放流水 30mg／㍑以下 
ｐH  流入水 5～9    放流水 5.8～8.6 
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イ 浮上油等の自動回収処理システム 
 
【商品名】  ゼロコンポ Z-025 
【開発者】  広和エムテック株式会社 
【内 容】 

処

理

方

法 

 グリストラップ内の浮上油及び沈殿残さを，排水の一部と共にポンプにより反

応槽内に自動回収し，ろ材で吸着する。 
 反応槽には定期的に微生物製剤が供給され，ろ材に吸着された浮上油及び沈殿

残さを微生物により発酵・分解処理する。 

特

徴 

① 浮上油吸引装置（Ｑポット：特許取得済）は，浮上油のみを効率よく回収 
 し，更に，底部の吸い込み口から沈殿残さを同時に回収するすため，グリス 
 トラップ内は常に清掃が行き届いた状態になる。 
② 浮上油等が蓄積しないため，悪臭の発生が抑制される。 
③ 既存のグリストラップに設置できる小型・シンプルな装置である。 
④ 分解能力に優れた微生物により回収油及び汚泥を分解処理し，廃棄物の減 
 量化を図る。 
⑤ ポンプ及び反応槽は自動制御され，立上げ後は調整も不要である。 

【装置概要図】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【装置の仕様】 
 ポンプユニット 反応槽 
サイズ 231×275×241mm 415×410×520mm 
重量 5kg 35kg 
設計条件 対応可能グリストラップの容積 70㍑以上～300㍑程度 
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３ 実証試験計画の策定と実証試験の実施状況 
 
(1) 実証試験の条件設定と配置 
 
  ア 活性汚泥併用接触ばっ気法 

（ア）実証試験実施場所の名称，所在地，所有者等 

名称 廻る寿し祭り西条店及び薬食同源七厘家西条店 

所在地 広島県東広島市西条町大字御薗宇 4381-1 及び 4382-1 

所有者 サンフィールド株式会社 

 
（イ）実証試験実施場所の事業状況 

 廻る寿し祭り西条店 薬食同源七厘家西条店 

事業の種類 飲食店 飲食店 

営業内容 回転寿司 

営業時間：午前 11 時 30 分 

～午後 10 時 30 分
（※土日祝のみ開店時間が午前 11 時） 

焼肉 

営業時間：午後 5時～午前 1時 

規模 延べ床面積：273.78ｍ２ 

客席数：127 席 

延べ床面積：299.32ｍ２ 

客席数：124 席 

 

（ウ）現在の排水の状況 

項目 内容 

排水の流量 0.4～0.75ｍ３／h 

（※実証試験実施場所である両店舗の水道メーターより推定） 

排水時間帯 廻る寿し祭り西条店 ：午前 10 時 30 分～午後 11 時 30 分 

薬食同源七厘家西条店：午後 4時～午前 2時 
（※両店舗の開店の約 1時間前から閉店の約 1時間後まで） 

繁忙時間 午前 11:30～午後 1:00，午後 6:00 以降（休日は 17:00 以降） 

流入水質 
（直近の実測値） 

ｐＨ：4.8 ＢＯＤ：561mg/L ＣＯＤ：128 mg/L 
ＳＳ：121 mg/L  ノルマルヘキサン抽出物質：90.0 mg/L 
Ｔ－Ｎ：19.5 mg/L Ｔ－Ｐ：10.4 mg/L 

処理状況 ○ 実証試験実施場所には平成 14年 5月より実証対象施設が設置・稼
働している。 

○ 両店舗からは，食材の洗浄，調理，食器の洗浄後の雑排水が実証対

象施設に流入し，処理された排水は公共用水域（水路）に放流され

ている。 
○ トイレ排水は，両店舗とも別途高度処理を行い，中水として循環利

用され，全く排水されない。 
○ 実証対象施設の管理は，浄化槽の管理業者に委託しており，１回／

週の頻度で保守点検・管理が実施されている。 
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 （エ）実証対象機器配置図 

○ 実証対象機器は，廻る寿し祭り西条店（回転寿司店）及び薬食同源七厘家西条店（焼肉

店）の間に地中埋設方式で設置されている。 

○ 実証対象機器の地上部は駐車場として使用されている。 

○ 処理された排水の放流口は，実証対象機器の横の水路に設置されている。この水路は二

級河川（黒瀬川）に注いでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放流口

実証対象機器 

廻る寿司祭り西条店 

（回転寿司） 

薬食同源七厘家西条店 

（焼肉） 

機械室 

グリストラップ 

グリストラップ 

雑排水枡 

雑排水枡 
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 イ 浮上油等の自動回収処理システム 
 

（ア）実証試験実施場所の名称，所在地，所有者等 

名称 
ウェルサンピア福山 

（広島厚生年金健康福祉センター サンピア福山） 

所在地 広島県福山市緑町９－７ 

所有者 財団法人 厚生年金事業振興団 

 
（イ）実証試験実施場所の事業状況 

事業の種類 ホテル 

営業内容 宴会，披露宴，食事，宿泊，スポーツ施設，会議室など 

規模 

宿泊施設 

レストラン 

集宴会場 

その他 

 

客室 46 室 78 名 

80 席 

4 室 最大 470 名収容 

結婚式場，ゴルフ練習場，テニスコート， 

プール（夏季のみ） 

 

（ウ）実証試験前の排水の状況 

項目 内容 

排水の流量 推定（※）10ｍ３／日  （施設全体８３ｍ３／日） 

※下水道法等届出値から推定

水質（推定（※）） ｐH：5.7 BOD：900 mg/l COD：250 mg/l SS：1590 mg/l 
ノルマルヘキサン抽出物質：436mg/l 
 ※類似事業場実測値から推定 
レストラン営業

時間 

朝食       7:00 ～  9:00 

ランチタイム    11:30 ～ 14:00 

ティータイム    14:00 ～ 16:00 

ディナータイム  17:00 ～ 21:00 

調査期間中の休

館日 

1 月 6 日及び 7日 

（6日の 10:00～8 日の 5:30 まで厨房の休み） 

厨房稼働時間 5:30 ～ 22:00（途中，ブランクタイムあり） 

厨房関連施設の

運営状況 

最大排水時間 14:00 頃と 21:30 頃 

実証試験前の処

理状況 
○ 実証対象装置を設置する既存の排水処理施設（グリストラップ）に

は，厨房排水のみが流入している。 
○ 油脂分解処理剤を厨房排水口から投入（1回／10日） 
○ グリストラップにより処理された排水は下水道へ放流されている。 
○ グリストラップは，産廃処理業者により２カ月毎に清掃されてい

る。 
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 （エ）実証対象機器配置図 

 

○ 既設のグリストラップ内へ汲み上げポンプを設置して，地上側の側面へ装置本体を設 

 置する。 

○ 実証試験の期間中は，グリストラップ内の仕切り板を取り外す。 

○ 給水・排水用ホースを通すため，グリストラップの蓋については実証試験用として１ 

 枚新作する。 
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（２）実証期間とスケジュール 

 

  ア 活性汚泥併用接触ばっ気法 
 

試験期間は，平成 15 年 11 月 30 日～平成 16 年 2 月 27 日の３ヶ月間とする。 

 

（ア）実証試験スケジュール 

11 月 12 月 １月 ２月 ３月 月 
項目 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 

通日調査 ○             

各日調査               

週間水質              

水
質
調
査 各週 

調査 
月間水質              

 

    （イ）試料採取スケジュール 

区分 内容 

通日調査 
１時間に１回，24 回連続して採取する。この調査は，実

証試験期間中１回行う。(注 1) 

各日調査 １日に３回，６日間採取する。(注２) 

週間水質の把握 １日に３回,１週間に３日,３週間採取する。(注２) 

各週調査 

月間水質の把握 
１日のうち流入負荷量が日最大となる時間帯に１回，１

週間に２日，８週間採取する。 

(注１) 常時流入水が無い実証試験場所については，環境技術開発者等からの事業場稼動状況の聞取

りから，採取回数及び間隔を決定する。⇒10:00～翌日 2:00 17 回採水 
(注２) 流入負荷が日最大となる時間帯を含むよう採取時間を決定する。 
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イ 浮上油等の自動回収処理システム 
 

  試験期間は，平成 15 年 11 月 25 日～平成 16 年 2 月 25 日の３ヶ月間とする。 

 

（ア）実証試験スケジュール 

11 月 12 月 １月 ２月 ３月 月 
項目 

下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 

実証対象機器設置・撤去  ○ 
設置 

         
○ 
撤去 

  

事前・事後調査 ○○           ○   

通日調査  ○            

各日調査               

週間水質              

水
質
調
査 

各週調査 
月間水質              

 

（イ）試料採取スケジュール 

区分 内容 

通日調査 
１時間に１回，24 回連続して採取する。この調査は，実証試

験期間中１回行う。(注３) 

各日調査 １日に３回，６日間採取する。(注４) 

週間水質 

の把握 
１日に３回，１週間に３日，３週間採取する。(注４) 

各週調査 
月間水質 

の把握 

１日のうち流入負荷量が日最大となる時間帯に１回，１週間

に２日，８週間採取する。 

水
質
実
証
項
目 

事前・事後調査 各 3回以上採取する。 

通日調査 
１時間に１回，24 回連続して採取する。この調査は，実証試

験期間中１回行う。(注３) 

各日調査 １日に１回，６日間採取する。(注４) 

週間水質 

の把握 
１日に１回，１週間に３日，３週間採取する。(注４) 

各週調査 
月間水質 

の把握 

１日のうち流入負荷量が日最大となる時間帯に１回，１週間

に１日，８週間採取する。 

参
考
項
目 

事前・事後調査 各 3回以上採取する。 

(注３) 常時流入水が無い実証試験場所については，環境技術開発者等からの事業場稼動状況の聞取

りから，採取回数及び間隔を決定する。⇒6:00～21:00 16 回採水 
(注４) 流入負荷が日最大となる時間帯を含むよう採取時間を決定する。 
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（３）実証試験の実施 

 

  ア 活性汚泥併用接触ばっ気法 
 

（ア）水質実証項目 

分類 項目 

水質実証項目 ｐＨ，ＢＯＤ，ＣＯＤ，ＳＳ，ノルマルヘキサン抽出物質 
Ｔ－Ｎ，Ｔ－Ｐ 

 

    （イ）試料採取場所及び方法 

種類 採取場所 採取方法 

流入水 原水ポンプ槽（ばっ気型スクリーン） 

消毒槽 ｐＨ，ＳＳ，ノルマルヘキサン抽出物質，
Ｔ－Ｎ，Ｔ－Ｐ 放流水 

沈殿槽 ＢＯＤ，ＣＯＤ 

JIS K 0094 4.1.2 に従

う。 

 

  （ウ）水質実証項目の分析方法 

項目 方法（原則） 

ｐＨ JIS K 0102 12.1 

ＢＯＤ JIS K 0102 21 

ＣＯＤ JIS K 0102 17 

ＳＳ 昭和 46年環告第 59号｢水質汚濁にかかる環境基準について｣付表８ 

ノルマルヘキサン抽出物質 昭和 49年環告第 64号｢排水基準を定める省令の規定に基づく環境大
臣が定める排水基準に係る検定方法｣付表４ 

Ｔ－Ｎ JIS K 0102 45.1または 45.2 

Ｔ－Ｐ JIS K 0102 46.3 

 

  （エ）流量の監視方法 

 両店舗の用水・排水系統図から，実証装置への流入・処理水量は使用される上水量と等 
しいと推定されるため，各店舗に設置された水道メーターを利用し，１日当たりの流入量 
（ｍ３/日）を算出する。 
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 （オ）運転及び維持管理実証項目の測定方法 

監視項目 測定方法・内容 測定頻度 担当者 

発生汚泥量 
引抜容量の計測及び乾燥物換算重量

の測定結果から，算出する。 
汚泥引抜時 

環境技術開発者

及び実証機関 

廃棄物発生量 
維持管理作業実施時に廃棄処分する

異物の重量を計測し，算出する。 
維持管理作業実

施時 
環境技術開発者

及び実証機関 
騒音 所見による。 試料採取毎 実証機関 

環
境
影
響 

におい 下記による。 試料採取毎 実証機関 

電力等消費量 ポンプ等の 1日当たりの稼動時間を
測定し，算出する。 

試料採取毎 実証機関 使
用
資
源 

排水処理薬品，その他

消耗品の使用量 
投入量を記録する。 

薬品，消耗品の

追加時 
環境技術開発者

及び実証機関 
水質所見 所見による。 試料採取毎 実証機関 

実証対象設備運転

及び維持管理に必

要な人員数と技能 

実際の運転及び維持管理作業に基づ

き，作業項目毎の最大人数と作業時

間（人・日），管理の専門性や困難さ

を把握する。 

維持管理作業実

施時 
環境技術開発者

及び実証機関 

運
転
及
び
維
持
管
理
性
能 

実証対象設備の信

頼性 
トラブルが発生した場合，その発生

時の原因を調査する。 
ﾄﾗﾌﾞﾙ発生時 

環境技術開発者

及び実証機関 

トラブルからの復

帰方法 

トラブルが発生した場合，実際の復

帰操作に基づき，作業の容易さ，課

題を評価する。 
調査期間中にトラブルが発生しない

場合，運転マニュアル等に記載され

たトラブルシューティング等に基づ

き評価する。 

ﾄﾗﾌﾞﾙ発生時 
環境技術開発者

及び実証機関 

運

転

及

び

維

持

管

理

性

能 

運転及び維持管理

マニュアルの評価 

環境技術開発者が作成した運転及び

維持管理マニュアルの読みやすさ，

理解しやすさ，課題を評価する。 

実証試験結果報

告（案）作成時 
実証機関 

（においの測定方法） 

測定地点を実証対象装置の周辺環境における定点として，TIA 尺度に基づき測定する。 

また，流量調整槽での臭気抑制効果を確認するため，必要に応じ，採水した流入水等の排水

の臭気濃度測定も１回以上行う。 

TIA 尺度 

０：無臭 

１：わずかににおう 

２：はっきりわかる 

３：強くにおう 

出典：岩崎好陽，臭気官能試験法（改訂版）三点比較式臭袋法測定マニュアル，

1995,社団法人臭気対策研究協会  

臭気濃度の測定方法 

採水場所 試料の前処理 測定方法 

原水ポンプ槽 試料を１日間30℃に保温・撹拌（注１） 三点比較式フラスコ法 

消毒槽 試料水を30℃に保温 三点比較式フラスコ法 

（注１）原水ポンプ槽から採取した試料は，等分し，一方に返送汚泥を添加した後，それぞれ前処理 

    を行い，測定する。 



 13

 

 
 イ 浮上油等の自動回収処理システム 
 

 （ア）水質実証項目 

分類 項目 

水質実証項目 ｐＨ，ＢＯＤ，ＣＯＤ，ＳＳ，ノルマルヘキサン抽出物質 

参考項目 
（副次的環境影響） Ｔ－Ｎ，Ｔ－Ｐ 

 

 （イ）試料採取場所及び方法 

種類 採取場所 採取方法 

流入水 グリストラップへの流入口 

JIS K 0094 4.1.2 に従う。但し，試料容器

への充填に際しては，粗集かごと同じ

2mmスクリーンを通す。 

放流水 グリストラップからの放流口 JIS K 0094 4.1.2 に従う。 

 

 （ウ）分析方法 

分類 項目 方法（原則） 

ｐＨ JIS K 0102 12.1 

ＢＯＤ JIS K 0102 21 

ＣＯＤ JIS K 0102 17 

ＳＳ 昭和 46 年環告第 59 号｢水質汚濁にかかる環境基準につい
て｣付表８ 

水質実証項目 

ノルマルヘキサン 
抽出物質 

昭和 49 年環告第 64 号｢排水基準を定める省令の規定に基
づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法｣付表４ 

Ｔ－Ｎ JIS K 0102 45.1または 45.2 
参考項目 
（副次的環境影響） 

Ｔ－Ｐ JIS K 0102 46.3 

 

（エ）流量の監視方法 

 流量の監視手順は以下のとおりである。 
 ① 通日調査時に，厨房への上水導入管並びにボイラーからの温水導入及び返送管 
  にそれぞれ流量計を設置し，15分毎に流量計を監視・記録するとともにグリスト 
  ラップへの流入口においてメスシリンダーによる測定を行う。 
 ② ①で測定した双方の測定結果を比較し，厨房への給水量とグリストラップから 
  の排水量がほぼ一致することを確認する。 
③ 試験期間中，３台の流量計の積算値を毎日記録するとともに，採水時の流量を 
 流量計により監視・記録する。 
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 （オ）運転及び維持管理実証項目の測定方法 

監視項目 測定方法・内容 測定頻度 担当者 

発生汚泥量 
汚泥厚を測定及び乾燥物換算重

量の測定結果から，算出する。 
定常運転開始時

と運転停止時 
環境技術開発者

及び実証機関 

廃棄物発生量 
廃棄処分する濾材の重量を計測

する。 
濾剤（バイオコ

ア）の交換時 
環境技術開発者

及び実証機関 
騒音 所見による。 試料採取毎 実証機関 

環
境
影
響 

におい 下記による。 試料採取毎 実証機関 
電力等消費量 簡易積算計を設置し計測する。 試料採取毎 実証機関 使

用
資
源 

排水処理薬品，その

他消耗品の使用量 
投入量を測定。 

薬品，消耗品の

追加時 
環境技術開発者

及び実証機関 

水質所見 所見による。 試料採取毎 実証機関 

浮上油発生状況 
定点よりグリストラップ内を写

真撮影し，浮上油の発生抑制状況

を監視する。 
１回/週 実証機関 

実証対象装置の立ち

上げに要する期間 

実際の立ち上げ作業実施に基づ

き，時間（単位は適宜）を把握す

る。 
立ち上げ 

環境技術開発者

及び実証機関 

実証対象装置運転及

び維持管理に必要な

人員数と技能 

実際の運転及び維持管理作業に

基づき，作業項目毎の最大人数と

作業時間（人・日），管理の専門

性や困難さを把握する。 

維持管理作業実

施時 
環境技術開発者

及び実証機関 

実証対象装置の信頼

性 
トラブルが発生した場合，その発

生時の原因を調査する。 
トラブル発生時 

環境技術開発者

及び実証機関 

トラブルからの復帰

方法 

トラブルが発生した場合，実際の

復帰操作に基づき，作業の容易

さ，課題を評価する。 
調査期間中にトラブルが発生し

ない場合,運転マニュアル等に記
載されたトラブルシューティン

グ等に基づき評価する。 

トラブル発生時 
環境技術開発者

及び実証機関 

運
転
及
び
維
持
管
理
性
能 

運転及び維持管理マ

ニュアルの評価 

環境技術開発者が作成した運転

及び維持管理マニュアルの読み

やすさ，理解しやすさ，課題を評

価する。 

実証試験結果報

告（案）作成時 
実証機関 

（においの測定方法） 

測定地点を実証対象装置の周辺環境における定点として，TIA 尺度に基づき測定する。 

また，流量調整槽での臭気抑制効果を確認するため，必要に応じ，採水した流入水等の排水

の臭気濃度測定も１回以上行う。 

TIA 尺度 

０：無臭 

１：わずかににおう 

２：はっきりわかる 

３：強くにおう 

出典：岩崎好陽，臭気官能試験法（改訂版）三点比較式臭袋法測定マニュアル，

1995,社団法人臭気対策研究協会  
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臭気濃度の測定方法 

測定時期 測定対象 測定方法 

グリストラップ内に蓄積した浮上油 三点比較式臭袋法（注２） 実証対象装置 

設置前 グリストラップからの放流水 三点比較式フラスコ法（注３） 

グリストラップ内の表層水 三点比較式臭袋法（注２） 

グリストラップからの放流水 三点比較式フラスコ法（注３） 
実証対象装置 

稼働中 

使用中又は廃棄の濾材 三点比較式臭袋法（注２） 

（注１）試料を半日程度30℃で保温する。試料瓶の栓に細い管が入る程度の穴を開け、その穴に導管（テ

フロン製等臭いの付着しない物）を通し、ポンプを用いて試料瓶の中のにおいをバッグへ採取する。

採取したバッグを測定試料とし、判定試験を行う。 

（注２）試料を30℃に保温し、それを判定試験に用いる。 
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４ データの品質管理 
 
 水質実証項目の分析においては，JIS 等公定法に基づいて作成した標準作業手順書の遵守の

他，次に示すデータ管理・検証による精度管理を実施する。 

 

データの品質管理 

項目 精度管理方法 評価方法 

ＢＯＤ 

標準液（ｸﾞﾙｺｰｽｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸）による測定

値の確認を，各分析ロット毎に実施す

る。 

標準液の測定結果を Xbar－R管理図に
より評価する。 

ＣＯＤ（注） 

○L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸（105℃で 3時間乾燥後ﾃﾞ

ｼｹｰﾀｰ中で放冷）0.600g を約 60℃の温

水約 300mL に溶かす。冷却後，ﾗｸﾄｰｽ-

水和物（80℃で 3 時間乾燥後ﾃﾞｼｹｰﾀｰ

中で放冷）0.120g を加えて溶かし，超

純水で 1L に定容し，これを標準原液と

する。 

○この標準原液を正確に 10 倍希釈し

たものをＣＯＤ標準溶液とする。 

○ＣＯＤ標準溶液による測定値の確認

を，各分析ロット毎に実施する。 

標準液の測定結果を Xbar－R管理図に
より評価する。 

ＳＳ 

n-Hex 

全試料の 10％程度に対し，二重測定を

実施する。 

測定値について平均値を求め，それぞ

れの値の差が平均値に比べて 30％以下

であること。 

 （注）ＣＯＤは，「建設省河川局：河川水質試験方法（案），1997.」に定められた標準溶液を用い精度管理を 

   実施する。 

 
 水質実証項目以外の項目についても手順を定め，実証試験計画に基づく試験の実施に係る内部

監査を試験期間中に一回行った。 
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５ その他（実証試験計画の一部改訂） 
 
  活性汚泥併用接触ばっ気法に係る実証試験計画の一部を次の通り改訂した。 
 

 （１） 改訂年月日 
   平成 16年 2月 10日 
 
 （２） 改訂内容 
  （ア）P24下から 2行目（5.5（７）イ においの測定方法） 
   （改訂前） 
   また，必要に応じ，採水した流入水，流量調整槽内の排水の臭気濃度測定も１回以上行う。 
   （改訂後） 
   また，流量調整槽での臭気抑制効果を確認するため，必要に応じ，採水した流入水等の排 
  水の臭気濃度測定も１回以上行う。 
 
  （イ）P24 表 5-13 臭気濃度の測定方法 
   （改訂前） 

採水場所 試料の前処理 測定方法 

原水ポンプ槽 試料を１日間30℃に保温・撹拌 三点比較式フラスコ法 

流量調整槽 
①試料を１日間30℃に保温・撹拌 

②試料水を30℃に保温 
三点比較式フラスコ法 

消毒槽 試料水を30℃に保温 三点比較式フラスコ法 

注：流量調整槽から採取した試料については，２通りの前処理をしたものを，それぞれ測定する。 

   （改訂後） 

採水場所 試料の前処理 測定方法 

原水ポンプ槽 試料を１日間30℃に保温・撹拌（注） 三点比較式フラスコ法 

消毒槽 試料水を30℃に保温 三点比較式フラスコ法 

注：原水ポンプ槽から採取した試料は，等分し，一方に返送汚泥を添加した後，それぞれ前処理を行

い，測定する。 

 

 


